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織
規
則
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一
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則 
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課
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一

 
規

則

　

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
の
表
企
画
部
の
項
中
「
、
行
政
評
価
室
」
及
び
「
、
土
地
対
策
課
」
を
削
り
、
同
表
保
健
福
祉
部
の
項
中

「
介
護
保
険
室
」
を
「
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
室
」
に
、「
子
ど
も
家
庭
課
、
子
育
て
支
援
室
」
を
「
子
育
て
支
援
課
」

に
改
め
、
同
表
経
済
商
工
観
光
部
の
項
中
「
新
産
業
振
興
課
」
の
下
に
「
、
自
動
車
産
業
振
興
室
」
を
加
え
、「
、
仙

台
北
部
工
業
団
地
整
備
室
」
を
削
り
、「
国
際
政
策
課
、
国
際
経
済
課
」
を
「
国
際
経
済
・
交
流
課
、
海
外
ビ
ジ
ネ
ス

支
援
室
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
危
機
対
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
号
中
「
緊
急
事
態
対
策
本
部
」
を
「
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
」
に

改
め
る
。

　

第
十
二
条
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

九　

行
政
評
価
に
関
す
る
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

十　

県
民
意
識
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
二
条
行
政
評
価
室
の
分
掌
事
務
の
項
を
削
り
、
同
条
地
域
振
興
課
の
分
掌
事
務
の
項
に
次
の
九
号
を
加
え
る
。

　

十
一　

国
土
利
用
計
画
県
計
画
の
策
定
及
び
国
土
利
用
計
画
市
町
村
計
画
の
助
言
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

土
地
利
用
基
本
計
画
の
策
定
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

土
地
に
関
す
る
権
利
の
移
転
等
の
許
可
及
び
届
出
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
四　

地
価
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

遊
休
土
地
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
六　

公
有
地
の
拡
大
に
係
る
土
地
の
先
買
い
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
七　

国
土
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
八　

不
動
産
鑑
定
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

市
町
村
の
土
地
対
策
の
助
言
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
二
条
土
地
対
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
を
削
る
。

　

第
十
三
条
共
同
参
画
社
会
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

六　

犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
四
条
長
寿
社
会
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と

し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
」
を
「
高
齢
者
福
祉
計
画
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。

　

二　

介
護
保
険
に
係
る
事
業
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
四
条
長
寿
社
会
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
条
介
護
保

険
室
の
分
掌
事
務
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
室

　

第
二
十
五
回
全
国
健
康
福
祉
祭
宮
城
・
仙
台
大
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
四
条
子
ど
も
家
庭
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
「
子
ど
も
家
庭
課
」
を
「
子
育
て
支
援
課
」
に
改
め
、
同
項
中
第
九

号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

　

三　

少
子
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
域
の
子
育
て
支
援
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

児
童
の
健
全
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

保
育
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
四
条
子
育
て
支
援
室
の
分
掌
事
務
の
項
を
削
る
。

　

第
十
五
条
新
産
業
振
興
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

自
動
車
産
業
振
興
室
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自
動
車
関
連
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
五
条
産
業
立
地
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
四
号
中「（
仙
台
北
部
工
業
団
地
整
備
室
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。）」
を
削
り
、
同
条
仙
台
北
部
工
業
団
地
整
備
室
の
分
掌
事
務
の
項
を
削
り
、
同
条
商
工
経
営
支
援
課
の
分
掌
事

務
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

十　

宮
城
県
特
定
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
の
誘
導
等
に
よ
る
コ
ン
パ
ク
ト
で
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関

す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
一
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
大
規
模
集
客
施
設
（
以
下

「
特
定
大
規
模
集
客
施
設
」
と
い
う
。）
の
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
立
地
誘
導
地
域
（
以
下
「
立
地
誘
導
地
域
」

と
い
う
。）
へ
の
立
地
の
誘
導
及
び
地
域
貢
献
活
動
の
促
進
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
五
条
国
際
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
「
国
際
政
策
課
」
を
「
国
際
経
済
・
交
流
課
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号

中
「
国
際
政
策
」
を
「
国
際
経
済
施
策
及
び
国
際
交
流
施
策
」
に
、「
及
び
調
整
」
を
「
、
調
整
及
び
推
進
」
に
改
め
、

同
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
国
際

経
済
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
「
国
際
経
済
課
」
を
「
海
外
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
室
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
国
際
経
済

施
策
の
総
合
的
な
企
画
、
調
整
及
び
推
進
」
を
「
海
外
ビ
ジ
ネ
ス
の
支
援
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三

号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
十
八
条
事
業
管
理
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三　

特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
（
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
許
可
を
受
け
た

建
設
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）。

　

第
十
八
条
建
築
宅
地
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第

十
三
号
中
「
住
宅
宅
地
関
連
公
共
施
設
整
備
」
を
「
住
宅
市
街
地
基
盤
整
備
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、

同
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

六　

特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と（
宅
地
建
物
取
引
業
法（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
免
許
を
受
け
た
宅
地
建
物
取
引
業
者

に
係
る
も
の
に
限
る
。）。

　

第
十
八
条
建
築
宅
地
課
の
分
掌
事
務
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
七　

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
こ
と
（
建
築
物
及
び
住
宅
に
係
る
も
の
に
限
る
。）。　

　

第
十
九
条
契
約
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
一
号
中
「（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）」
を
削
る
。

　

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
表
企
画
部
の
項
中 

表
経
済
商
工
観
光
部
の
項
中

　

第
二
十
二
条
第
三
項
の
表
危
機
対
策
企
画
専
門
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
二
十
二
条
第
三
項
の
表
男
女
共
同
参
画
推
進
専
門
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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政
策
課

情
報
政
策
課

行
政
評
価
室

情
報
産
業
振
興
室

」
を

「

情
報
政
策
課

情
報
産
業
振
興
室

」
に
改
め
、
同

表
保
健
福
祉
部
の
項
中
「

介
護
保
険
室

」
を

「

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
室

」
に
、

「

健
康
推
進
課

子
ど
も
家
庭

課

疾
病
・
感
染
症
対
策
室

子
育
て
支
援
室

」
を

「

健
康
推
進
課

疾
病
・
感
染
症
対
策
室

」
に
改
め
、
同

「

産
業
立
地
推

進
課

仙
台
北
部
工
業
団
地
整
備
室

」
を

「

新
産
業
振
興

課国
際
経
済
・

交
流
課

自
動
車
産
業
振
興
室

海
外
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
室

」
に
改
め
る
。

企
画
・
評
価

専
門
監

政
策
課

上
司
の
命
を
受
け
、
重
要
施
策
及
び
総
合
計
画
の
企
画
及
び
調
整
並
び
に
行
政

評
価
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。



　

第
二
十
二
条
第
三
項
の
表
医
療
政
策
専
門
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
二
十
二
条
第
三
項
の
表
自
動
車
産
業
振
興
専
門
監
の
項
及
び
企
業
立
地
推
進
専
門
監
の
項
を
削
り
、
同
表
経
営
指

導
専
門
監
の
項
中
「
受
け
、」
の
下
に
「
商
業
の
振
興
並
び
に
」
を
加
え
、
同
表
商
業
振
興
専
門
監
の
項
、
国
際
経
済

専
門
監
の
項
及
び
木
材
産
業
振
興
専
門
監
の
項
を
削
る
。

　

第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
技
術
副
所
長
の
項
中
「
仙
南
保
健
福
祉
事
務
所
」
の
下
に
「
、
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
」

を
加
え
、
同
条
第
二
項
の
表
副
支
所
長
の
項
及
び
技
術
副
支
所
長
の
項
を
削
り
、
同
表
次
長
の
項
及
び
技
術
次
長
の
項

中
「
又
は
出
先
機
関
の
長
及
び
副
支
所
長
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
の
表
食
品
衛
生
指
導
専
門
監
の
項
中
「
仙
台
保
健

福
祉
事
務
所
塩
釜
総
合
支
所
」
を
「
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
」
に
改
め
る
。

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「（
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
条
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四

項
と
し
、
第
六
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
の
表
宮
城
県
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
塩
釜
総
合
支
所
の
項
を
削
り
、

同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
中
第
八
項
を
削
り
、
第
九
項
を
第
七
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
及
び
福
祉
部
」
を

削
り
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
九
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と

し
、
同
条
中
第
十
二
項
を
第
十
項
と
し
、
第
十
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

第
七
項
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
支
所
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

13
一　

保
健
及
び
福
祉
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

環
境
衛
生
に
関
す
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
事
業
担
当
区
域
内
に
位
置
す
る
保
健
所
の
支
所
の
分
掌
事
務

に
係
る
も
の
に
限
る
。）。

　

第
四
十
条
中
第
十
三
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
十
四
項
を
削
る
。

　

第
四
十
一
条
第
三
項
中
「
第
七
項
第
三
十
三
号
及
び
第
三
十
四
号
」
を
「
第
六
項
第
三
十
三
号
及
び
第
三
十
四
号
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「（
塩
釜
保
健
所
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
条
中
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
を
第
五
項
と
し
、

同
条
第
七
項
第
五
十
二
号
中
「
容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
の
促
進
等
」
を
「
循
環
型
社
会
の
形
成
の
推
進
」
に
改

め
、
同
項
中
第
六
十
号
を
第
六
十
二
号
と
し
、
第
五
十
三
号
か
ら
第
五
十
九
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
十

二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
す
る
。

五
十
三　

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
こ
と（
土
木
事
務
所
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

五
十
四　

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
八
項
中
「
第
五
十
三
号
ま
で
、
第
五
十
五
号
か
ら
第
五
十
七
号
ま
で
及
び
第
六
十
号
」
を
「
第
五
十

五
号
ま
で
、
第
五
十
七
号
か
ら
第
五
十
九
号
ま
で
及
び
第
六
十
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第

九
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、「
第
六
十
号
」
を
「
第
六
十
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、

同
条
第
十
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
す
る
。

　

第
六
十
三
条
第
十
項
総
務
部
の
分
掌
事
務
の
項
第
二
十
二
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「（
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
を
除

く
。）」
を
加
え
、
同
条
第
十
項
地
方
振
興
部
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
四

号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
二　

産
業
に
関
す
る
人
材
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
六
十
三
条
第
十
一
項
地
方
振
興
部
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と

し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
一　

産
業
に
関
す
る
人
材
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
六
十
三
条
第
十
一
項
農
業
振
興
部
の
分
掌
事
務
の
項
第
四
号
中
「（
遊
休
農
地
対
策
に
係
る
も
の
を
除
く
。）」
を

削
り
、
同
条
第
十
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

地
方
振
興
事
務
所
の
支
所
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

12
　

一　

職
員
宿
舎
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
他
部
局
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　

二　

合
同
庁
舎
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

県
政
の
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

県
政
相
談
及
び
そ
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

一
般
旅
券
の
発
給
申
請
の
受
理
及
び
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

工
事
の
契
約
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

収
入
証
紙
の
返
還
及
び
交
換
並
び
に
受
払
い
に
関
す
る
こ
と
。

八　

第
十
項
農
業
農
村
整
備
部
の
分
掌
事
務
の
項
に
掲
げ
る
事
務
。
た
だ
し
、
農
業
農
村
整
備
部
の
分
掌
事
務
の
項

第
二
十
七
号
中
「
農
業
振
興
部
」
と
あ
る
の
は
、「
農
林
振
興
部
」
と
す
る
。

　

第
六
十
三
条
第
十
三
項
中
「
の
南
三
陸
支
所
の
分
掌
事
務
の
項
」
を
削
る
。

　

第
九
十
五
条
第
四
項
中
第
四
十
一
号
を
第
四
十
二
号
と
し
、
第
三
十
六
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
三
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三
十
六　

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
こ
と
（
建
築
物
及
び
住
宅
に
係
る
も
の
に
限
る
。）。
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福
祉
団
体
指

導
監
査
専
門

監

社
会
福
祉
課

上
司
の
命
を
受
け
、福
祉
団
体
の
指
導
及
び
検
査
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

介
護
政
策
専

門
監

子
育
て
政
策

専
門
監

長
寿
社
会
政

策
課

子
育
て
支
援

課

上
司
の
命
を
受
け
、介
護
の
基
盤
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
子
育
て
支
援
施
策
及
び
少
子
対
策
に
関
す
る
企
画
及
び
調

整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

　

第
四
十
条
第
一
項
の
表
宮
城
県
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
の
項
中
「

仙　

台　

市

」
を
「

塩　

竈　

市

」
に



　

第
九
十
五
条
第
五
項
中
第
三
十
四
号
を
第
三
十
五
号
と
し
、
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
二
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二
十
九　

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
こ
と
（
建
築
物
及
び
住
宅
に
係
る
も
の
に
限
る
。）。

　

第
九
十
七
条
の
二
第
三
項
の
表
宮
城
県
大
崎
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
上
大
沢
ダ
ム
管
理
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

　

別
表
第
二
宮
城
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
国
土
利
用
計
画
審
議
会
の
項
中

加
え
る
。

　

別
表
第
二
宮
城
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
第
二
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院
評
価
委
員
会
の
項
中
「（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）」

城
県
周
産
期
・
小
児
医
療
協
議
会
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
衛
生
検
査
所
精
度
管
理
専
門
委
員
会
の
項
中

 

同
表
宮
城
県
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
専
門
委
員
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
危
機
対
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
第

十
号
の
改
正
規
定
、
第
十
四
条
長
寿
社
会
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
四
号
の
改
正
規
定
（
同
号
を
同
項
第
五
号
と
す

る
部
分
を
除
く
。）、
第
十
八
条
建
築
宅
地
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
三
号
の
改
正
規
定
（
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
す

る
部
分
を
除
く
。）、
第
六
十
三
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
二
宮
城
県
周
産
期
・
小
児
医

療
協
議
会
の
項
を
削
る
改
正
規
定
、
同
表
宮
城
県
衛
生
検
査
所
精
度
管
理
専
門
委
員
会
の
項
の
改
正
規
定
、
同
表
宮
城

県
身
体
拘
束
ゼ
ロ
作
戦
推
進
委
員
会
の
項
を
削
る
改
正
規
定
及
び
同
表
み
や
ぎ
高
齢
者
元
気
プ
ラ
ン
推
進
委
員
会
の
項

の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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宮
城
県
大
崎
地
方
ダ
ム
総
合
事

務
所
岩
堂
沢
ダ
ム
管
理
事
務
所

宮
城
県
大
崎
地
方
ダ
ム
総
合
事

務
所
二
ツ
石
ダ
ム
管
理
事
務
所

大

崎

市

加
美
郡
加

美
町

大
崎
市

加
美
郡
加
美
町

「

土
地
対
策
課

」
を
「

地
域
振
興
課

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
土
地
利
用
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

宮
城
県
交
通

安
全
対
策
会

議

交
通
安
全
対
策
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
二
項

に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

総
合
交
通
対

策
課

地
方
独
立
行

政
法
人
宮
城

県
立
病
院
機

構
評
価
委
員

会

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
十
一
条
第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

同

を
削
り
、
同
表
宮
城
県
行
政
評
価
委
員
会
の
項
中
「

行
政
評
価
室

」
を
「

同

」
に
改
め
、
同
表
宮

「

同

」
を
「

医
療
整
備
課

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
身
体
拘
束
ゼ
ロ
作
戦
推
進
委
員
会
の
項
を
削

り
、
同
表
み
や
ぎ
高
齢
者
元
気
プ
ラ
ン
推
進
委
員
会
の
項
中
「

同

」
を
「

長
寿
社
会
政

策
課

」
に
改
め
、

同
表
宮
城
県
次
世
代
育
成
支
援
対
策
地
域
協
議
会
の
項
中
「

子
ど
も
家
庭

課

」
を
「

子
育
て
支
援

課

」
に
改
め
、

宮
城
県
特
定

大
規
模
集
客

施
設
立
地
誘

導
審
議
会

特
定
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
誘
導
地
域
へ
の
立
地
の
誘
導
等
に
関
す
る
こ

と
。

同

　

別
表
第
二
宮
城
県
多
文
化
共
生
社
会
推
進
審
議
会
の
項
中
「

国
際
政
策
課

」
を
「

国
際
経
済
・

交
流
課

」
に
改
め

　

別
表
第
三
乳
児
院
の
項
中
「

子
ど
も
家
庭
課

」
を
「

子
育
て
支
援
課

」
に
改
め
、
同
表
み
や
ぎ

産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「

財
団
法
人
み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ 

ー

国
際
経
済
課

」
を

「

夢
メ
ッ
セ
み
や
ぎ
管
理
運
営
共
同
事

業
体
（
平
成
二
十
一
年
九
月
四
日
に

み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
の
指
定

管
理
業
務
を
行
う
た
め
に
夢
メ
ッ
セ

み
や
ぎ
管
理
運
営
共
同
事
業
体
と
い

う
名
称
で
結
成
さ
れ
た
事
業
体
を
い

う
。）

海
外
ビ
ジ
ネ
ス
支
援

室

」
に
改
め
る
。


